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は じ め に 

 

 平成７年に発生した阪神・淡路大震災は、私たちに多くの教訓を残しまし

た。その一つが「避難所」のあり様でした。想像もできなかった長期間にわた

る避難所での生活は、大変大きな課題を次々に提起しました。 

 その後、平成９年に県が「避難所マニュアル策定指針」を作成し、平成 16

年の新潟県中越地震、平成 23年の東日本大震災の教訓を踏まえ、本市では、

「広域避難所運営マニュアル作成ガイドライン」を定めるとともに、災害対策

基本法の改正により、避難所における生活環境の整備等が規定されたことを受

け、各地域の広域避難所運営委員会において個別に運営マニュアルを策定して

きました。 

また、国においては、平成 25年に「避難所における良好な生活環境の確保

に向けた取組指針」を策定し、平成 28年に改訂、併せて「避難所運営ガイド

ライン」「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」「福祉避難所の確

保・運営ガイドライン」を公表しました。 

 こうした中、令和２年には、世界各地で猛威を振るい、大きな影響を及ぼし

ている新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、避難所における感染対策に万

全を期すため、令和２年６月に県が、「避難所マニュアル策定指針」を改訂し

ました。そこで、本市でも、国、県の指針等を反映し、大規模地震発生時にお

いて活用することを想定して「広域避難所運営マニュアル作成のガイドライ

ン」を修正することとしました。 

 各地域の広域避難所運営委員会におかれましては、今回の改定の趣旨をご理

解いただき、このガイドラインを参考に、それぞれの地域の実情に沿った避難

所運営体制の構築にご尽力賜りますようお願い申し上げます。 

 

 なお、平成 25年６月の災害対策基本法の改正により、「広域避難所」は「指

定避難所」と文言が改められていますが、本市では、「広域避難所」として地

域に根付いているため、本ガイドラインでは、そのまま「広域避難所」と表記

していることを申し添えます。
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 １ 応急的な広域避難所の開設 

大規模な災害発生時には、市災害対策本部長の決定に基づき、市の被災者

支援チームが、施設の安全を確認の上、教職員、自治会関係者等と協力して広

域避難所を開設します。 

津波災害警戒区域内の学校は、強い揺れを感じたときまたは、弱い揺れでも

長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、基準水位より高い付近の高台、校

舎の階層など、安全な場所に一時避難し、津波の危険が回避された後、広域避

難所を開設します。 

   

  ＜体育館、昇降口等の鍵の所有者リスト＞ 

区 分 氏  名 住   所 電話番号 保有する鍵 

(例)〇〇自治会長 〇〇 〇〇 小田原市□□番地 〇〇‐□□□□ 屋内運動場 

(例)配備職員 △△ △△ 小田原市 300番地 △△‐□□□□ 正面玄関・職員室 

     

  

２ 建物の安全確認 

広域避難所となる建物の利用の際には、応急危険度判定士有資格者による

安全確認を行うことが基本ですが、大災害の発生直後は全ての広域避難所に

対して直ちに安全確認をすることが困難であることから、※「避難所等安全確認

チェックシート」（P19 参照）を活用し、ヘルメットを着用した上、目視により臨

時的に施設の安全を確認します。 

その際には、２人以上で実施し、少しでも安全性に不安があるときは、市災害

対策本部に連絡して確認を受けます。 

    

   ※「避難所等安全確認チェックシート」は、構造別（「鉄骨造」と「鉄筋コンクリート

及び鉄骨鉄筋コンクリート造」）で、「屋内運動場用」と「校舎用」で分かれてい

ます。 

    

３ 避難者の安全確保 

開設準備中は建物外での待機を呼びかけますが、雨天時や厳寒期には、改

めて場所割りすることを前提に、施設内に誘導します。 

 

４ ライフライン等の確認 

    広域避難所内で、①電気、②水道、③電話、④トイレ、⑤FAX、⑥インターネット、

⑦放送設備が使用できるか確認します。この場合に断水、停電、管の破損等、ト

イレが使用できないときは、水洗トイレは使用せず、携帯トイレ等を使用するよう

１ 広域避難所の開設 



２ 

 

徹底します。また、防災倉庫、備蓄庫内の物品等についても確認し、至急必要な

物を運び出すとともに、不足する物品については、市災害対策本部に連絡しま

す。 

 

５ 避難スペースの指定 

    あらかじめ施設管理者と調整し、後日の授業再開に備え、屋内運動場・空き教

室・特別教室・普通教室の順に指定します。また、広域避難所用に供する施設

の部分を明示して提供し、立入禁止スペースについては貼紙やロープ等で表示

します。 

 

６ 避難スペースの整理、清掃 

    避難者の入場に備えて、利用する場所の破損物や備品等を片付けるとともに、

最低限の清掃を行います。 

 

７ 広域避難所の表示 

建物の門や玄関付近に、広域避難所の看板を掲出します。 

 

 

 

 

 

１ 対象者 

(1) 住宅が被害を受け、居住の場を失った者 

(2) 現に被害を受け、速やかに避難しなければならない者 

(3) 災害によって、現に被害を受けるおそれのある者 

(4) 地域外から来て、帰宅することが困難である者 

(5) その他、災害により生活の自立が困難な者 

 

 ２ 受付の設置 

(1) 受付場所を指定します。 

(2) 備品（長机、椅子、筆記用具等）を準備します。 

(3) 「避難者カード（様式１）」と「受付名簿（様式２）」を準備します。 

(4) 受付付近に、「広域避難所の施設利用上のルール（様式３）」を表示しま 

す。 

 

３ 要配慮者や負傷者への対応 

要配慮者（配慮や支援が必要な高齢者、障がいのある方、外国人、妊産婦、

２ 広域避難所への入所 
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乳幼児など）や負傷者を早期に把握して、市災害対策本部と連携しつつ、適切

に対処します。 

※ 要配慮者において、性別で受ける影響やニーズが違うため、留意して対応し

ます。 

 

４ 開設状況の報告（広域避難所配置の市職員） 

広域避難所を開設したら、MCA無線機、FAX及び電話等を活用し、速やかに 

市災害対策本部に対して「広域避難所状況報告書（開設時）（様式４）」及び

「物資・食料依頼票（様式５）」から次の事項を報告します。 

(1) 広域避難所名及び発信者名 

(2) 開設日時 

(3) 収容人員及び世帯数 

(4) 必要物品等（飲料水、食料、衣類、毛布等） 

(5) 流言飛語（口づてに伝わる根拠のない噂や情報）の状況 

 

５ 避難者の受入れ 

受付において世帯単位で「受付名簿（様式２）」に記入してもらいます。一度

に多人数の避難者が集中したときは、「避難者カード（様式１）」の記載を事

後とする対応をしますが、できるだけ早い段階で記入してもらうようにします。 

 

６ 避難者の誘導 

(1) 広域避難所の施設内への誘導については、市職員、自主防災組織及び教

職員等関係者が行います。 

(2) 避難順序は、施設管理者と事前に協議した順とし、安全を確認しながら避

難誘導を行います。 

(3) 要配慮者及び傷病者については、設備が整っている場所に世帯単位で避

難してもらうように努めます。 

(4) 避難行動要支援者（災害から身を守るため、安全な場所に避難するなどの

一連の行動をとる際に、支援を必要とする方）を配慮して避難させます。 

(5) 避難経路については、可能な限り事前に安全確認するとともに、危険箇所

にロープ張りや表示を行うほか、状況により誘導員を配置して事故防止に努

めます。特に、夜間においては、可能な範囲での照明を確保し、安全確保に

努めます。 

(6) 大規模な災害発生の場合、通常想定される上記(1)～(5)の項目が実施で

きない場合が起こり得るので、住民が自発的に避難所へ避難するなど定め

られた行動がとれるように、平常時からの施設管理者との協議や訓練を実

施します。 



４ 

 

 

 避難所は密閉・過密環境となりえることから、新型コロナウイルス感染症のほか、

様々な感染症の蔓延が懸念されます。特に感染症流行期にあっては感染対策を徹

底する必要があります。 

 

(1) 入所受付において、避難者カードの記入と併せて、検温の上、「受付時 健康 

状態チェックシート（様式７）」の内容を申告することにより、熱、咳、肌の発 

疹・ただれ、開放創、嘔吐、下痢などの症状を把握し、健康状態を確認し、症状 

に応じて、適切な予防策を行います。 

その際に、受付対応者はマスク、フェイスシールド、手袋を着用します。 

また、入所後も定期的に健康状態を確認するとともに、避難生活中に症状が 

現れた場合は、申告するよう周知します。 

 

 (2) 避難者や避難所従事者は、頻繁に手洗いをするとともに、咳エチケット等の基 

本的な感染対策を徹底します。 

   

(3) 手すりやドアノブ等の環境表面は定期的に、および目に見える汚れがあると 

きには清掃するなど、避難所の衛生環境をできる限り整えます。 

 

(4) 避難所内については、２方向の窓等を定期的に開放することにより、十分な 

換気に努めるとともに、避難者が十分なスペースを確保できるように留意しま 

す。 

 

(5) 一般の避難者同士の距離は、できるだけ２ⅿ以上（最低１ⅿ）開けることが望 

ましいです。また、間仕切り用パーテーション等などで飛沫感染防止に努めま 

す。 

 

(6) 手洗い場を確保し、感染症対策として手洗い環境の整備を図ります。  

 

 

 

 

大規模地震発生時などの長期的避難の場合、ペットの収容場所は原則屋外とな

りますが、この場合、日照・風雨が避けられるよう木陰やテントが設置できる場所に

します。また、飼養場所や飼養管理ルール等は、市が作成した「避難所・避難場所

におけるペットの受け入れガイドライン」に基づき事前にルールを決めておきま

す。 

３ 感染症対策の徹底 

４ ペット対策 
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２ 広域避難所運営組織（各班）の役割 

組 織 役 割 

会長 

副会長 

避難所運営委員会の統括、組織内の連絡調整・指揮及び関係機関等と

の連絡・調整を行います。 

施設管理者及び市災害対策本部との調整・統括を行います。 

避難所の管理・運営の申し合わせを調整します。  

総務班 

運営委員会の事務局として、運営会議の開催に関する事務を行いま

す。 

要配慮者や女性に配慮した避難所のレイアウトを設定、変更や避難所

における生活ルールを作成します。 

情報班 

（兼警備） 

避難者を避難者カード等により把握し、広域避難所運営委員会会長へ

報告します。 

把握した避難者情報を整理し、避難所に不審者等が入り込まないよう警

備を行います。 

罹災証明書交付申請書、仮設住宅申込用紙の配布及び取りまとめを行

います。 

会長：自治会代表者 

副会長：自治会代表者、施設管理者 

運営委員：各班長、市職員、その他広域避難所

運営委員会が必要と認めるもの 

※ 災害の状況に応じて、随時必要な班を編成する。 

※ 男女が参画することから、各班のメンバーには、極力、女性を入れるように編成する。 

市災害 

対策本部 

給食給水班 救護清掃班 

 

要配慮者班 情 報 班 

 

災害情報の受伝達 

避難者情報の確認 

 

必要物品等の依頼・

回答 など 

広域避難所運営委員会 

広域避難所運営組織 

総 務 班 

５ 広域避難所運営委員会 

１ 広域避難所運営組織図 
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組 織 役 割 

要配慮者班 

避難所に避難した要配慮者を把握します。 

要配慮者については、原則として家族が介護を行うこととなります

が、困難な場合は民間ボランティア等の協力により避難所生活を支

援します。（性別による、配慮やニーズがあることを把握します。） 

避難所生活を困難とする状況を把握し、広域避難所運営委員会会長

へ報告します。 

救護清掃班 

避難所内の衛生管理の指導及び清掃を行います。 

ごみの処理、集積場の設置等、ごみに関することを取り扱いします。 

仮設救護所もしくは医療機関等に負傷者を搬送します。 

医師及び仮設救護所配置の市職員に協力して仮設救護所開設準備

を行います。 

給食給水班 

（兼物品配分） 

市災害対策本部からの食料及び飲料水が不足する場合や遅延する

場合等においては、民間ボランティアの協力により必要に応じて炊き

出し及び応急給水口取り扱いやろ水機等を利用した給水活動を行う

ほか、給水車による給水の際の秩序に必要な活動を行います。 

広域避難所へ配送された食料及び物品等については、「物資管理簿

（様式６）」により管理し、搬入、仕分け、保管及び配分を行います。 

民間ボランティア 
民間ボランティアは、各広域避難所運営委員会の指示の下、避難所

運営にあたるが、活動分野別に次のようなグループが考えられます。 

 

要配慮者支

援グループ 

要配慮者については、原則として家族が介護を行いますが、広域避

難所運営組織の要配慮者班に協力して、要配慮者等の状態に応じ

て避難所生活を支援します。 

救援清掃支

援グループ 

広域避難所運営組織の救護清掃班に協力して、仮設救護所若しくは

医療機関等に負傷者を搬送します。 

医師の指示に基づき広域避難所運営組織の救護清掃班に協力して

必要な搬送を行います。 

給食給水支

援グループ 

広域避難所運営組織の給食給水班に協力し、炊き出し、給水を行い

ます。 

物品搬入、仕分

け支援グループ 

広域避難所運営組織の給食給水班に協力し、市災害対策本部から

配送される食料及び物品の数量の点検、配分する数量の仕分けを

行います。 

救援物資として救援物資ターミナル及び外部から直接避難所に配送

される物品の搬入、類似品ごとの仕分け及び保管場所への保管を行

います。 
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３ 広域避難所レイアウト例 

性 別 に つ い て 配 慮 す る 

※
避
難
所
の
安
全
対
策
の
た
め
に
、
巡
回
す
る

従
事
者
は
、
男
女
の
ペ
ア
で
行
う
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

 

女
性
用
品
の
配
布
場
所
 

を
設
置
す
る
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  広域避難所運営委員会会議の開催 

  １ 開催目的 

市災害対策本部からの情報の伝達、広域避難所での課題等に対処するなど、 

広域避難所の運営を円滑に進めるため、広域避難所運営委員会会議（以下「運

営会議」という。）を開催します。 

  

 ２ 総括的な課題 

   ・避難所の開設 

   ・避難者の入所 

   ・運営組織の設置 

   ・避難者（要配慮者）の把握 

   ・避難者の健康状態の確認 

   ・避難者の救護 

   ・避難所外避難者の把握 

 

３ 開催頻度 

・運営会議は、毎朝１回開催し、各班から状況報告と要望を受けます。 

・特に連絡事項がない場合でも、最低限１日１回は会議を開催し、問題点の有無 

などを確認します。 

 

４ 参加者 

会長、副会長、各班長、市職員、教職員、その他必要と認める者 

 

５ 市災害対策本部への定時報告 

運営委員会は、市災害対策本部が広域避難所の状況を確認できるように、 

「避難所状況報告書（第  報）（様式４－２）」内容を定時に報告を行います。 

 

 

 

 

 

運営委員会は、運営会議の開催、市災害対策本部へ「避難所状況報告書（第  

報）（様式４－２）」の内容を定期的に報告するほか、必要に応じて広域避難所改善

要望の取りまとめと「物資・食料依頼票（様式５）」を市へ要請を行います。 

   また、各班の役割分担を整理して、広域避難所の運営を安定させるよう努力しま 

す。 

６ 広域避難所運営委員会の活動（発災直後～３日目） 

７ 広域避難所運営委員会の活動（４日目～１４日目） 
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 総括的課題 

 ・避難所運営組織の円滑な運営 

 ・避難者の健康管理等 

 

 

 

 ・避難所外避難者の把握 

  

運営委員会は、避難生活の長期化に伴い、避難者の多様化する要望に柔軟に

対応するよう努めるとともに、学校の再開や避難者数の減少による撤収も視野に

入れ、避難者が減少してきた場合、広域避難所としての施設利用の範囲を縮小す

るとともに、学校の再開に向けた協議を行います。 

 

   総括的課題 

   ・避難者の生活自立への支援 

   ・避難所の閉鎖 

   ・避難者の健康状態 

    ・避難所外避難者の把握 

  〔長期化した場合〕 

   ・安全安心の確保 

   ・避難者の体調管理・メンタルケアの徹底 

   ・生活衛生環境の改善 

   ・避難者の健康管理等 

   ・教育スペースの整備 

 

８ 広域避難所運営委員会の活動（１５日目～［中・長期への対応］） 
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　　　避難所名：

　　　　　

備考

入所日時 　　　年　　月　　　日　　　時　　　分頃

転出先

□自宅 □親族・友人宅

退所日時 　　　年　　月　　　日　　　時　　　分　 □仮設住宅 □その他

）

安否の問い合わせに上記の情報を公表してもよろしいですか？　　はい　・　いいえ

特記事項

家族の中に病気・アレルギー等、気にしておいてほしいことがあれば、ご記入くださ
い。

安否情報
 □全員連絡がとれた 　代表者との続柄と氏名は？

 □まだ取れていない ⇒（

体温(　　　℃) 避難先（　　　　　　　　） 歳 □なし ナンバー：

） （

⑦ 住所　：
氏名　：
連絡先：　　　　　　　                   （代表者との続柄：　　　　）

緊急連絡先
（親族など）

⑧ あなたの家族（世帯）は全員連絡が取れましたか？

ふりがな 性別 □なし 合計　　　匹

5 氏名
男・女 ⑥ 車またはオートバイでの避難の有無

年齢 □あり ⇒車種： 色：

体温(　    ℃　) 避難先（　     　　　　） 歳 □あり ⇒（種類：　　　　　　）

4 氏名
男・女

年齢 ⑤ ペットの同行避難の有無

体温(　    ℃　) 避難先（　       　 　） 歳 □被害あり⇒
ふりがな 性別

□被害なし

性別

3 氏名
男・女

④ 家屋の被害状況
年齢

（詳しい情報をご記入ください。）

2 氏名
男・女

年齢

体温(　    ℃　) 避難先（　    　　 　　） 歳

ふりがな

性別

ふりがな 性別 　ケガ・頭痛・せき・のどの痛みなど

（県外の方は都道府県から記入してください。）

体温(     ℃) 避難先（　    　　 　　） 歳 ③ 健康状態（誰がどんな症状なのか）

様式１

避難者カード
　世帯ごとに記入

避難所名：

受付簿番号 受付番号

・太枠の中を記入してください。変更が生じた場合はお申し出ください。

1 氏名
男・女

（連絡先） 年齢

① 避難者情報  ｢ここに避難した人を｣記入してください。 ②

自治会名

住　所

代
表
者

ふりがな

様式１ 
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避難所名

名 名

名 名

名 名

名 名

名 名

名 名

名 名

名 名

名 名

名 名

名 名

名 名

名 名

名 名

名 名

名 名

様式４

□ 有 （　人）

□ 無

□ 有

体調不良者の有無

（人数）

（　人）

受付名簿 受付簿番号

☑ 有 （　1名）

□　市外

□ 有 （　人）

□ 無

（　人）

□ 無

□ 有 （　人）

□ 無

□ 有 （　人）

□ 無

□ 有 （　人）

□ 無

□ 有 （　人）

うち配慮が

必要な方

□ 無

□ 有 （　人）

□ 無

4

男性
(　２
名)女性
(　２
名)

□ 無

□　市外

代表者氏名・連絡先 避難人数

(ふりがな)

氏名
(連絡先)

□　市外

退所したら

〇印

2

□　市内
(ふりがな)

氏名
(連絡先)

配慮が必要な内容
（誰に何の配慮が必要か）

・息子が動物アレルギー
・妻が妊娠
（アレルギー・障害・妊娠等）

2

□　市外

5

□　市内
(ふりがな)

氏名
(連絡先)

4

□　市内

受付
番号 在住区域

1

□　市内
(ふりがな)

氏名
(連絡先)

6

(ふりがな)

氏名
(連絡先)

(ふりがな)

氏名
(連絡先)

□　市外

7

□　市内

例

□　市内

(ふりがな)

氏名
(連絡先)

ぼうさい　　たいしん

防災　耐震
０９０-△△△△-〇〇〇〇

□　市内

□　市外
□　市内

□　市外

 ☑　市内

□　市外

□ 有

(ふりがな)

氏名
(連絡先)

□　市外

□　市外

□　市内
(ふりがな)

氏名
(連絡先)

(ふりがな)

氏名
(連絡先)

□ 有

□　市外

□ 有 （　人）

□ 無

9

□　市内
(ふりがな)

氏名
(連絡先)

□　市外
□ 無

（　人）

□　市外

□ 有 （　人）

□ 無

11

□　市内
(ふりがな)

氏名
(連絡先)

□　市外

10

□　市内
(ふりがな)

氏名
(連絡先)

□ 有 （　人）

□ 無

（　人）

□ 無

男性
(
名)女性
(
名)

□　市内

□　市外

3

□　市内
(ふりがな)

氏名
(連絡先)

8

□ 無

□ 有 （　人）

□ 無

※　配慮が必要な方が同伴していれば、その人数及びどのような配慮が必要であるのかを記入してください。

※　避難者カードを避難所の台帳として使用するため、避難者カードの「整理番号」を右端の太枠欄に記入し管理してください。

12

14

15

13

□ 有

受付時間

〇〇：○○

(ふりがな)

氏名
(連絡先)

□　市外

男性
(
名)女性
(
名)男性
(
名)女性
(
名)男性
(
名)女性
(
名)男性
(
名)女性
(
名)男性
(
名)女性
(
名)□　市内

(ふりがな)

氏名
(連絡先)

男性
(
名)女性
(
名)男性
(
名)女性
(
名)男性
(
名)女性
(
名)男性
(
名)女性
(
名)男性
(
名)女性
(
名)男性
(
名)女性
(
名)男性
(
名)女性
(
名)男性
(
名)女性
(
名)男性
(
名)女性
(
名)

自治会名

自治会名

自治会名

自治会名

自治会名

自治会名

自治会名

自治会名

自治会名

自治会名

自治会名

自治会名

自治会名

自治会名

自治会名

自治会名

様式２ 
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様式３         

広域避難所の施設利用上のルール（案） 

 

１ この避難所は、災害時における避難者の生活の場となる避難施設です。 

２ 避難所の円滑な運営を行うため、広域避難所運営委員会（以下「運営委員会」とい

います。）を設置しますので、その指示に必ず従い、運営にご協力ください。 

３ 広域避難所は、地域のライフラインの復旧及び被災者の一定の生活ができるまでを

目処として設置し、復旧後は速やかに閉鎖します。 

４ 避難者を収容する場所は、屋内運動場、○○とします。運営委員会が指定する危険

箇所には、避難できません。 

５ 食料、物資は、原則として全員に配給できるまで配給しません。 

(1) 食料、生活物資は避難者の班ごとに配給します。 

(2) 特別な事情の場合は、運営委員会で協議の上、配給します。 

(3) 配給は、避難者以外の被災された食料、物資が不足する地域の方々にも行います。 

６ 消灯は、夜（ ）時です。 

(1) 廊下は点灯したままとし、体育館などは消灯します。 

(2) 職員室、事務室など管理に必要な部屋は、点灯したままとします。 

７ 放送は、原則として、夜（ ）時で終了します。 

８ 施設の電話は、原則として受信のみとし、呼び出しは午前（ ）時から、夜（ ）時

まで行います。 

(1) 電話の呼び出しは、放送及び掲示板により行い、伝言します。 

(2) 建物内の公衆電話は、緊急用とします。 

９ トイレの清掃は、朝（ ）時、午後（ ）時、午後（ ）時に、避難者が交替で行いま

す。 

(1) 清掃時間は、放送で知らせます。 

(2) 使用可能な水洗トイレは、使用後バケツの水で流してください。 

10 飲酒・喫煙は、所定の場所及び時間以外では禁止します。 

なお、裸火の使用は厳禁とします。 

11 犬、猫などの動物類を室内に入れることは原則禁止します。（ほじょ犬は除く。） 

ペットを連れてきた避難者は、運営委員会に申し出てください。 

12 避難者は、各部の役割分担など、自主的に避難所運営に参加してください。 

13 障がい者、高齢者、乳幼児等要配慮者で、特別な支援が必要な場合は運営委員会に

届け出てください。 

14 その他、避難生活上困ったことがあった場合は、運営委員会に申し出てください。 
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［参考］ ルールの掲示例（イメージ） 

（「避難所運営マニュアル基本モデル」(三重県)より引用） 

 

 

 

 

 

 

避難所生活のルール 

生活時間などのこと 衛生管理 

避難所の施設のこと 運 営 

〇 起床は朝６時、消灯は夜９時 

〇 朝の食糧の配給は７時から 

〇 夜８時に点呼 

〇 

〇 

〇 手洗い、うがいを徹底しましょう。 

〇 残飯やごみは分別して所定の場所

に廃棄してください。 

〇 配給や配食は食べられる分だけもらう

ようにしましょう。 

〇 残り物は捨てましょう。 

〇 

〇 「立入禁止」場所に入らない。 

〇 トイレは決められた場所を利用して

いください。 

〇 靴はポリ袋に入れて運びましょう。 

〇 

〇 

〇 掃除当番表 

〇 自主的に避難所運営に参加しましょ

う。 

〇 

〇 

 

避難所生活において避難者の方に守ってもらいたいルールについては、必要事

項を話し合いし決定します。 

 必要事項を記入し、情報掲示板に掲示、放送などで周知します。 

 

※ 掲示する際は、重要ポイントを赤字や太字にする、アンダーラインを引くなど工

夫してください。 
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様式４ 

広域避難所状況報告書（開設時）  

 

避難所名  開設日時 
   年   月   日 

       時   分 

発信者  

災害対策本部受信者名  

報告日 月    日    時    分 

送信手段 
ＦＡＸ ・ ＭＣＡ無線機 ・ 防災行政無線 ・ 電話 ・ 伝令 

その他（       ） 

送信元番号  

避難者数 約          人 

世帯数 約         世帯 

人的被害 負傷者（     人）  うち重傷者（     人） 

避難所の安全確認 未実施 ・ 安全 ・ 要注意 ・ 危険 

周 
辺 
状 

況 

人命救助 不要 ・ 必要（約     人） ・ 不明 

火災 なし ・ 延焼中（約     件） ・ 大火の危険 

ライフライン 断水 ・ 停電 ・ ガス停止 ・ 電話不通 

道路状況 通行可 ・ 渋滞 ・ 片側通行 ・ 通行不可 

建物崩壊 ほとんどなし ・ あり（約    棟） ・ 不明 

避難者数の増減の見込み 増加 ・ 減少 ・ 変化なし 

緊急を要する事項（必要物品、流言飛語の状況等について具体的に箇条書きするこ

と。） 

 

 

 

市参集職員  

学校教職員  
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様式４－２ 

避難所状況報告書 （第   報） 

 

避難所名    

送信者名  本部受信者名  

報告日時 月   日 午前・午後   時   分 

避難者数 現在数   人 前日数   人 差引増減   人 

    

    

    

    

人的被害 負傷者（     人）  うち重傷者（     人） 

避難所の安全確認 未実施 ・ 安全 ・ 要注意 ・ 危険 

周 

辺 

状 

況 

人命救助 不要 ・ 必要（約     人） ・ 不明 

ライフライン 断水 ・ 停電 ・ ガス停止 ・ 電話不通 

道路状況 通行可 ・ 渋滞 ・ 片側通行 ・ 通行不可 

建物崩壊 ほとんどなし ・ あり（約    棟） ・ 不明 

避難者数の増減の見込み 増加 ・ 減少 ・ 変化なし 

緊急を要する事項（具体的に箇条書き） 

 

 

 

 

 

市参集職員  

学校教職員  
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様式５ 

 

物資・食料依頼票 

（依頼するものに○印をつけること） 

 

１ 発信時刻      月   日 午前・午後   時   分 

 

２ 避難所名                          

 

３ 発注依頼者                         

 

４ 依頼内容 

(1) 物資 

 品     名 サイズなど 数量 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

10    

 ※数量はキリのいい数で注文してください。 

 ※性別などは「サイズなど」の欄に記入してください。 

 

(2) 食料 

 ア 避難者用         食 

 

 イ 在宅被災者用       食      合計        食 

 

様式６ 
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                                                       NO.       

物資管理簿          

     避難所名 

商  品  名  

年月日 受入先 出し先 受 出 残 記入者 備考 
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様式７ 

 

受付時 健康状態チェックリスト 

 

 

 チェック項目 

１ 
あなたは新型コロナウイルス感染が確認されている人の

濃厚接触者で、現在、健康観察中ですか？ 
はい・いいえ 

２ 普段より熱っぽく感じますか？ はい・いいえ 

３ 呼吸の息苦しさ、胸の痛みはありますか？ はい・いいえ 

４ においや味を感じないですか？ はい・いいえ 

５ せきやたん、のどの痛みはありますか？ はい・いいえ 

６ 全身がだるいなどの症状がありますか？ はい・いいえ 

７ 吐き気がありますか？ はい・いいえ 

８ 下痢がありますか？ はい・いいえ 

９ からだにぶつぶつ（発疹）がでていますか？ はい・いいえ 

10 目が赤く、目やにが多くないですか？ はい・いいえ 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年６月１６日内閣府公表「新型コロナウイルス感染症を踏まえた

災害対応のポイント（第１版）」より引用 

 



１９ 

 

 

 

参考資料 



２０ 

 

 

 

 

参考資料 



２１ 

 

 

 

参考資料 



２２ 

 

 

 

 

参考資料 


